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IV-2.5 財務 

本章のマニュアルは、村落住民や地方政府が、料金設定と補助金手続き及び料金回収と会計に

関する必要な知識を与えることを目的としており、これらの要素は電化プロジェクトの持続性に

必須のものである。 

 

IV-2.5.1 料金設定と補助金申請のためのプロジェクト承認手続き 

(1) 料金設定 

料金設定に当たっては、利用者負担が大前提とされるが、以下の相反する 2 つの原則を考慮し

た上で検討を行う必要がある。 

1) プロジェクト実施に必要とされる費用を回収しうる水準に設定すること。 

2) 便益を受ける住民が負担可能な料金水準であること。 

だだし、1)については、プロジェクトによっては、政府補助等別途の予算で建設段階までの各

種費用が負担されることになる場合もありうるので、電気料金で回収すべき費用がどの段階まで

のものなのかをはっきりさせることが重要である。 

2)については、出来るだけ多くの住民が電気供給サービスを受けられるような水準とすべきで

ある。一方、都会から離れて充分な産業も発達していない地域においては将来的に住民の所得水

準の上昇が予想されがたいことも考慮したうえで、長期的視点からの料金設定を行う必要がある。 

電気料金には大きく分けて、従量制と定額制の二種類がある。従量制においては、電力量メー

ターを導入して、定期的な検針を行って、一定期間内に消費した電力量に応じて料金が計算され、

需要家に請求される。このために、検針および料金計算を行う担当者が必要となる。人口密度の

薄いところでは、その検針の手間は非常に大きなものとなる。一方、定額制においては従量制の

ような煩雑な手続きが不要で、一定期間に定額の料金が需要家に請求される。このため、各戸を

訪問する必要が生じず、事務手続きの簡素化が図れる。 

 

項 目 メリット デメリット 

従量制 料金負担が公平 検針に伴う手間がかかる 
定額制 検針不要 少量消費者には不公平 

 

電気料金を設定するためには一般的に以下の項目の検討を行う。 

 
1. プロジェクト費用 
2. 需要家の支払い意思額 
3. 需要家数 
4. FOSE 適用 
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1. プロジェクト費用 

プロジェクト費用についてはプロジェクト計画段階から運用段階までに要する費用を算定す

る。その算定項目としては以下のものが含まれる。 

- プロジェクト調査費 

- 初期投資額 

- プロジェクト管理費（マイクロ企業等の運営経費） 

- 機器取替費 

- 運転維持費（補修費を含む） 

- 適正な水準の利潤（マイクロ企業の場合） 

 

ただし、調査費や初期投資に対して政府からの補助がなされる場合には、これらの費用に関し

ては料金算定をするためのコストからは除外する。また、特に補修に関しては何を徴収料金から

負担し、何を個人負担してもらうのかに関する充分な議論を行い、住民間でのコンセンサスを得

ておくことが重要である。 

基本的にはこの費用をベースとして、単位（例えば 1 ヵ月）あたりどの程度の費用が必要とさ

れるかについて計算を行う。 

 

2. 需要家の支払い意思額の推定 

現状で灯油ランプや乾電池等エネルギー関連のために支出している費用をもとに、プロジェク

ト対象地区における需要家の支払い意思額の推定を行う。当然ながら需要家によって支出金額に

はばらつきがあるため、設定される料金の水準によっては限られた数の需要家のみがサービスを

受けることができることになる。この推定を行うためには対象地区におけるアンケート調査が不

可欠である。 

 

3. 需要家数 

プロジェクトの対象地区に存在する世帯のうち、どの程度の世帯が電気サービスの需要家とな

るための一定額の料金負担が可能であるのかに関する推定を行う。サービスを提供するマイクロ

企業等を立ち上げる場合においても、一定数以上の需要家が集まらない場合には、一需要家あた

りの単価を上げる以外に企業を運営するための原資を捻出することが極めて困難になるという

ことにつながるため、できるだけ多くの需要家がサービスを受けられるようにすることが望まし

い。 

 

4. 一世帯あたりの単価算出 

プロジェクト費用を需要家数で除した一世帯あたりの単価を算出する。この単価と需要家の支

払い意思額との比較を行い、大多数の需要家がサービスを受けられる水準の単価であるかどうか



ペルー国再生可能エネルギーによる地方電化マスタープラン調査 

 

第３巻 教材 
ファイナルレポート 

IV-324 

確認を行う。万一、世帯あたりの単価が高く、一部世帯にしか負担できない水準である場合には、

FOSE の適用を考慮する。 

また、単価水準が高い場合には持続性を損ねない範囲で費用積算の見直しを行う。 

 

 
 

Fig.  IV-2.5.1-1  料金設定フロー 

 

(2) プロジェクト承認手続き 

プロジェクト実施に当たっては通常３つのステージ（投資前、投資、投資後）があり、これが

プロジェクトサイクルとなってより良い投資につなげることができる。 
 
  Pre-Investment 段階  各種調査（Profile、PreF/S、F/S）を実施し、実施可能性を確認。 

  

 

   Investment 段階     設計、工事、研修を実施。 

 

 

  Post-Investment 段階  維持管理、研修、事後評価を実施。 

 

この手続きは、公共投資システム（SNIP：Sistema Nacional de Inversión Pública）と呼ばれてお

り、経済財務省がシステムの運用を担当している。SNIP においてはプロジェクトの目的から始ま

り、需給見通し、費用、便益、環境への影響、持続性等の多方面の観点から、公的予算を使用し

Cost Estimate 

Estimate of household 

Unit cost per household 

Within the level 
of WtP？ 

Is FOSE 
applicable? 

Tariff Fix 

YES

YES 

NO

Re-examine the cost/electrification methos 

NO
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て実施すべきプロジェクトであるかどうかを確認すること（= viability の宣言取得）を目的として、

その要求される調査精度に応じたレベルの調査（Profile、Pre-Feasibility、Feasibility）を実施する

ことになっている。なお、最終的にどのレベルの調査が必要とされるかに関してはプロジェクト

金額により決定されるが、最終レベルの調査を実施するためにはそれ以前のレベルの調査を完了

していることが条件となる。 

 
Study Level Project Amount 
Profile 3~6M Soles 
Pre-Feasibility Study 6~10M Soles 
Feasibility Study 10M Soles or more 

 

SNIP における実施可能性確認のための書類手続きのフローを次ページに示す。ここでは外国

借款の入らないプロジェクトの手続きとした。まず実施部隊が Profile レベルの調査報告書を作成

し、プロジェクトリストに登録する。この登録により、鉱山動力省、州政府あるいは地方政府に

設置された計画投資局（OPI: Oficina de Programación e Inversión）のうち、どの OPI が評価を担当

するかが自動的に決定される。これに基づき、実施部隊は OPI に書類を提出する。OPI はその内

容を評価し、以下のどれに相当するかを決定する。 

a) Profile を承認して次段階の調査（Pre-FS）を認める、 

b) Viability の宣言をする、 

c) コメントを付けて調査報告書を実施部隊に差し戻す、 

d) 調査報告書を却下する。 

c)の場合にはコメントを取り入れて書類を OPI に再提出して、再び内容の審査を受けることに

なる。OPI での評価日数は 20～30 労働日と定められている。Pre-FS や FS 段階の調査でも Profile

と同様の手続きが取られる。 
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*1. Authorize
preparation

5. Reject?

6. Comment?

7. Approval of 
Profile / Studiy

*8. Require 
additional 

Study?

10. Declaration 
of viability

2. Preparation of 
Profile / Study

3. Profile / Study

4. Improvement of 
Profile / Study

End

*9. Authorize
next Study

Yes

No

No

No

OPI
Selectorial / Regional / LocalFormulating Unit

Yes

Yes

No

 
Nota:  *1 : Not applicable in case of Profile. 

*8 and *9 : Not applicable in case of Feasibility Study. 
Source: Directiva General del SNIP 

Fig.  IV-2.5.1-2  SNIP によるプロジェクト承認フロー 

 

IV-2.5.2 料金回収と会計 

(1) 料金回収 

料金徴収マニュアルの目的は、料金徴収にあたってどのような項目に注意を払うべきかに関す

る情報を提供することである。基本的に料金支払いは受益者が公平に電気供給サービスを享受す

るための最低限の義務であるといえる。 

1) オリエンテーションの実施 

- オリエンテーションにおいては以下の項目を含む情報提供を行う。 

- 料金支払いの必要性 

- 料金に含まれている費用、 

- 料金に含まれていない費用 

- 料金の決定方法 
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- 料金支払いがなされない場合にはどうなるのか 

- 料金の使途 

- 透明性がどのように確保されているのか 

- 料金の支払い方法 

2) 料金徴収頻度 

地方における収入、特に現金収入については必ずしも毎月定期的なものが得られるとは限

らない。従って、その地域の実情を充分に反映した上で、徴収頻度を決定することが重要で

ある。一方、徴収のインターバルが長くなる場合には、住民が有料サービスを受けていると

いう意識を喪失させないようにする必要がある。 

3) 料金徴収方法 

基本的にはコミュニティ内部に事務所を設けてそこに受益者が定期的に電気料金を支払い

に来るという形式が望ましい。ただし、その地域の実情を充分に考慮し、場合によっては巡

回徴収という形式も考慮する。 

料金徴収にあたっては、料金受領書を発行し、台帳に記載する。 

4) 支払い遅延者に対する処置 

支払いが遅延している受益者に対しては、公平性確保の観点から電気供給サービスを停止

するという必要が生じる場合がある。このため、最低限以下の項目に関しては事前に受益者

に趣旨を徹底しておく。 

- どの時点で督促をするのか？ 

- どのような場合にどの程度支払いが猶予されるのか？ 

- 支払い期限が経過した場合、どのような対応がなされるのか？ 

本件については取り扱いが恣意的にならないように、定められた手続きに従って対応をす

る必要がある。 

 

(2) 会計 

目的 

会計マニュアルの目的は、どのような項目を管理すべきかに関する情報を提供することである。

基本的に複雑なものとはせず、既存のノートを活用して作表が可能なものとする。 

 

記載事項 

以下の項目に関して詳細な記録を作成する。長期的な記録を作成することにより、料金水準の

妥当性を検討する基礎資料となり、持続性を高めるための一助とすることができる。 
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1. 収入 
1.1 料金収入 
1.2 FOSE 収入 
1.3 その他(金利収入等) 

2. 支出 
2.1 管理費 

−オフィス運営費用 
−人件費 
−消耗品費 
−通信費･交通費 

2.2 技術的費用 
−技術経費 
−機器取替費 

 

1. 収入の部 

マイクロ企業等による電気供給サービス提供に伴う収入を整理する。 

1.1 料金収入 

定期的な収入金額を把握するため、料金回収台帳を作成する。料金回収台帳には、料金収入単

価、利用者名、支払い額、支払い年月日を記載する。 

1.2 FOSE 収入 

MEM に対して電気事業者として登録を行い、OSINERGMIN に対して FOSE の支給を申請し、

相互補助を受け取る場合には、何月分をいくら、何時受領したのかを記載する。 

1.3 その他 

料金収入や FOSE 等の収入を金融機関に預金する場合、その利息を管理する。また、これら以

外の収入がある場合にはその摘要、金額および受領日を記録する。 

これらの収入に関しては、一月（あるいは一定期間）ごとに集計を行い、月間の平均収入額を

常に把握する。 

 

2. 支出の部 

マイクロ企業等運営および継続的電気供給サービスのために必要な支出を整理する。 

2.1 管理費 

ここではマイクロ企業等運営に関する費用を整理する。それには、事務所借り上げ費用、マイ

クロ企業等で雇用するスタッフの人件費、事務処理を進めるために必要な消耗品購入費、地方政

府や地方電化のための再生可能エネルギーセンター(CERER)等との通信に必要となる郵便代や電

話代、近くの町まで出かけるための交通費等が含まれる。 

2.2 技術的費用 

ここでは継続的電気供給サービスに関する費用を整理する。それには経常的保守費用、機器点

検に技師派遣が必要な場合の費用、これに加えて定期的な機器取り替え費用が含まれる。 
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なお、どのような費用をマイクロ企業が負担して、どのような費用を個人負担とするのかに関

しては事前に合意を取り付けておく必要がある。 

 

会計帳簿活用法 

マイクロ企業等における収入および支出を定期的に把握することにより、資金面からのプロ

ジェクト運営の実態を把握する。 

1) 現行の料金水準の妥当性チェック 

料金支払いが順調に行われているのかをチェックする。支払い遅延者がいる場合にはどの

ように支払いを督促するのかを事前に決めておくと良い。 

電気料金は必要な支出総定額をもとに算出されるものであるが、想定外の支出や物価上昇

はプロジェクト実施につきものである。従って、現在徴収している料金で管理費用を賄える

のかどうかを常にチェックして、必要があれば電気料金の見直しを行うこととする。 

 

2) 技術費用支出実態チェック 

どのような理由による技術費用の支出が行われているのかのチェックリスト代わりとする。

万一、特定の理由による技術費用の支出が頻繁に行われるようであれば、必要に応じて住民

に対して研修を行う等事前予防措置を講じることとする。 

 

 


	IV. 教材
	IV-2 マニュアル
	IV-2.4 小水力
	IV-2.5 財務





